
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者ファイル 

行政機関等の名称  八尾市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 高齢介護課 

個人情報ファイルの利用目的 

災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成25年法律第54

号。）に基づき、避難行動要支援者の把握及び、避難支援等を行

うための基礎情報となる避難行動要支援者名簿の作成、個別避難

計画の作成 

記録項目 

氏名、カナ、性別、生年月日、年齢、住所、校区、地区、町会、

等級等本人情報、識別番号、電話番号、携帯番号、FAX番号、同

居状況、緊急連絡先、連絡先、避難計画、自覚本人情報、避難手

法 

記録範囲 

⑴ 介護保険法における要介護認定３から５の認定を受けている

者 

⑵ 身体障がい者手帳１級若しくは２級の交付を受けている者 

⑶ 療育手帳Ａの交付を受けている者 

⑷ 精神障がい者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

⑸ 日常生活において介助を要する難病患者（おおむね１日中人

工呼吸器を装着している 

者、気管切開をしている者等） 

⑹ 前各号に掲げる者のほか災害時において避難支援が必要と認

められる者 

記録情報の収集方法 
避難行動要支援者となる基本情報は庁内関係部署より取得。その

他、本人や地域住民記入による個別避難計画などで収集。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

■含む。 

→身体障がい者手帳等級、障害部位、療育手帳等級、精神障がい

者保険福祉手帳等級 

□含まない。 

記録情報の経常的提供先 
庁内関係部署、支援関係者（校区まちづくり協議会等）、庁外関

係機関（地域包括支援センター、警察署等） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）八尾市 総務部 総務課 情報公開室 



（所在地）〒581-0003 

大阪府八尾市本町1-1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7号に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

備   考 － 

 


